
2020.12.24 掲載
誤 正

p.50，17⾏⽬ 右折⾞の設計時間交通量が200[台/時]未満でかつ右折率が20%未満の場合はその限りでない. 流⼊部の設計時間交通量が200[台/時]未満でかつ右折率が20%未満の場合はその限りでない.

p.150, 左 8⾏⽬
右折禁⽌の場合や設計速度40[km/時]以下の往復2⾞線道路で，設計時間交通量が200[台/時]未
満でかつ右折率が20%未満の場合以外は，

右折禁⽌の場合や設計速度40[km/時]以下の往復2⾞線道路における流⼊部の設計時間交通量が
200[台/時]未満でかつ右折率が20%未満の場合以外は，

2020.3.29 掲載
誤 正

P11，左 16⾏⽬
本節では，計画段階における原則的事項を簡潔に述べる．その具体的な適⽤例や留意事項等は第
Ⅲ編 2.5および適宜⽰す⽂献を参照されたい．

本節では，計画段階における原則的事項を簡潔に述べる．その具体的な適⽤例や留意事項等は適
宜⽰す⽂献を参照されたい．
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